
〇　特別徴収とは

〇　特別徴収のしくみ　

　 個人住民税（市町村民税＋道民税）の特別徴収とは、給与の支払者である事業主が、従業員に毎月支払う給

与から個人住民税を徴収（天引き）し、従業員の住所地の市町村に納入する制度であり、地方税法第３２１条の４

及び各市町村の条例で規定されている義務です。

　 この特別徴収の義務を有する事業主を「特別徴収義務者」といいます。

　 地方税法等の規定により、所得税を源泉徴収している事業主は、個人住民税の特別徴収義務者になります。

※ この制度を「特別徴収」といいます。
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① 給与支払報告書の提出

② 特別徴収税額の通知

④ 給与から個人住民税を徴収 ⑤ 個人住民税の納入

① 毎年１月末までに、事業主が、従業員の住所地の市町村へ給与支払報告書を提出します。

② 毎年５月末までに、市町村が、事業主（特別徴収義務者）に特別徴収の税額を通知します。

③ 毎年５月末までに、市町村が、事業主を経由して従業員（納税義務者）に特別徴収の税額を通知します。

④ ６月以降の給料日毎に、事業主が、従業員の給与から個人住民税を徴収（天引き）します。

⑤ 徴収した翌月１０日までに、事業主が、徴収した個人住民税を市町村に納入します。
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③ 特別徴収税額の通知

地方税法第３２１条の４（抜粋）

市町村は、～給与の支払をする者のうち所得税法第１８３条の規定によって給与の支払をする際所得税を徴収して納付

する義務がある者を当該市町村の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。～

個人住民税個人住民税個人住民税個人住民税はははは特別徴収特別徴収特別徴収特別徴収でででで納納納納めましょうめましょうめましょうめましょう！！！！

まだ、特別徴収を行っていない事業主の皆様には、この制度をご理解の

上、市町村への手続きを行っていただきますようお願いします。

北海道と道内都市は、

個人住民税の特別徴収推進に関する共同アピールを採択しました。

特別徴収義務者に

指定します。

個人住民税の特別徴収

を徹底する取組は、全国

の市町村で実施されてい

るところですが、道内にお

きましても、多くの市町村

で、未実施の事業主を対

象に、特別徴収義務者に

指定する取組が行われて

います。

～～～～ 北海道北海道北海道北海道法人会法人会法人会法人会会員の皆様へ会員の皆様へ会員の皆様へ会員の皆様へ ～～～～

北海道と道内市町村は、個人住民税に係る特別徴収の徹底に取り組んでいます。未実施の事業主に対し

て、制度の周知やその実施について働きかけていただくなど、特段のご協力をお願いします。

個人住民税の特別徴収推進に関する共同アピール個人住民税の特別徴収推進に関する共同アピール個人住民税の特別徴収推進に関する共同アピール個人住民税の特別徴収推進に関する共同アピール

地方税法上、事業者（所得税の源泉徴収義務のある事業者）は、個人住民税に

ついても所得税と同様に給与から差し引き、従業員に代わって納税することとされ

ています。

しかし、いまだこの特別徴収を実施していない事業者もいます。

北海道と道内都市では、法令を遵守し納税の公平を図るため、事業者への周知

を図りつつ、個人住民税の特別徴収の更なる推進に努めて参ります。
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